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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成27年8月20日(2015.8.20)

【公表番号】特表2014-520508(P2014-520508A)
【公表日】平成26年8月25日(2014.8.25)
【年通号数】公開・登録公報2014-045
【出願番号】特願2014-517354(P2014-517354)
【国際特許分類】
   Ａ２３Ｌ   1/304    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ２３Ｌ    1/304    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成27年7月1日(2015.7.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ｉ）非カプセル化鉄塩、および（ｉｉ）２０℃で液体である消化性食用油を含むキャ
リアを含む組成物。
【請求項２】
　前記非カプセル化鉄塩は、フマル酸第一鉄、コハク酸第一鉄、グルコン酸第一鉄、ピロ
リン酸第二鉄、サッカリン酸第二鉄、オルトリン酸第二鉄、硫酸第一鉄およびこれらの２
つ以上の混合物からなる群から選択される、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記非カプセル化鉄塩は、フマル酸第一鉄である、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　前記消化性食用油は、分別パーム油、ココナツ油、オリーブ油、ゴマ油、ルリチシャ油
、カノーラ油、コーン油、アーモンド油、ピーナツ油、ヒマシ油、綿実油、菜種油、ゴマ
種子油、これらのいずれかの分別成分およびこれらの２つ以上の混合物からなる群から選
択される、請求項１～３のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項５】
　前記消化性食用油は、中鎖トリグリセリド油である、請求項１～３のいずれか１項に記
載の組成物。
【請求項６】
　前記消化性食用油は、少なくとも９０重量％のＣ6～Ｃ12トリグリセリドを有する中鎖
トリグリセリド油である、請求項１～３のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項７】
　前記消化性食用油は、少なくとも９０重量％のＣ8～Ｃ10トリグリセリドを有する中鎖
トリグリセリド油である、請求項１～３のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項８】
　前記非カプセル化鉄塩は、少なくとも消化性食用油１ｍＬ中鉄元素約２５ｍｇを提供す
る量で存在する、請求項１～７のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項９】
　前記非カプセル化鉄塩は、消化性食用油１ｍＬ中鉄元素約４０ｍｇから消化性食用油１
ｍＬ中鉄元素約１００ｍｇまでを提供する量で存在する、請求項１～７のいずれか１項に
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記載の組成物。
【請求項１０】
　少なくとも１種の補給栄養素をさらに含む、請求項１～９のいずれか１項に記載の組成
物。
【請求項１１】
　前記補給栄養素は、ビタミンである、請求項１０に記載の組成物。
【請求項１２】
　前記補給栄養素は、脂溶性ビタミンである、請求項１０に記載の組成物。
【請求項１３】
　前記補給栄養素は、ビタミンＤ、ビタミンＥ、ビタミンＫおよびこれらの２つ以上の混
合物からなる群から選択される、請求項１１～１２のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１４】
　ヒト乳児における鉄欠乏症を予防するための、請求項１～１３のいずれか１項に記載の
組成物の使用。
【請求項１５】
　ヒト乳児における鉄欠乏症を処置するための、請求項１～１３のいずれか１項に記載の
組成物の使用。
【請求項１６】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の組成物は、物理的外側表面に最初に適用される
、請求項１４～１５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１７】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の組成物を入れた筐体を備える送達システムであ
って、前記筐体が前記組成物を分配するように構成される送達システム。
【請求項１８】
　前記筐体は、前記筐体が逆さにされたとき、少なくとも１滴の前記組成物を分配するよ
うに構成されるノズルを備える、請求項１７に記載の送達システム。
【請求項１９】
　前記筐体は、前記筐体が逆さにされたとき、１滴のみの前記組成物を分配するように構
成されるノズルを備える、請求項１７に記載の送達システム。
【請求項２０】
　滴下ボトルの形態である、請求項１７～１９のいずれか１項に記載の送達システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
　ここで参照された全ての刊行物、特許および特許出願は、それぞれの刊行物、特許およ
び特許出願が、その全体が参照として組み込まれていることが具体的かつ個々に示されて
いるのと同じ程度に、その全体が参照によって組み込まれる。
　以下に、出願当初の請求項を実施の態様として付記する。
　［１］　（ｉ）非カプセル化鉄塩、および（ｉｉ）２０℃で液体である消化性食用油を
含むキャリアを含む組成物。
　［２］　前記非カプセル化鉄塩は、フマル酸第一鉄、コハク酸第一鉄、グルコン酸第一
鉄、ピロリン酸第二鉄、サッカリン酸第二鉄、オルトリン酸第二鉄、硫酸第一鉄およびこ
れらの２つ以上の混合物からなる群から選択される、［１］に記載の組成物。
　［３］　前記非カプセル化鉄塩は、フマル酸第一鉄である、［１］に記載の組成物。
　［４］　前記消化性食用油は、天然に存在する油である、［１］～［３］のいずれか１
項に記載の組成物。
　［５］　前記消化性食用油は、植物油である、［１］～［３］のいずれか１項に記載の
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組成物。
　［６］　前記消化性食用油は、分別パーム油、ココナツ油、オリーブ油、ゴマ油、ルリ
チシャ油、カノーラ油、コーン油、アーモンド油、ピーナツ油、ヒマシ油、綿実油、菜種
油、ゴマ種子油、これらのいずれかの分別成分およびこれらの２つ以上の混合物からなる
群から選択される、［１］～［３］のいずれか１項に記載の組成物。
　［７］　前記消化性食用油は、トリグリセリド油である、［１］～［３］のいずれか１
項に記載の組成物。
　［８］　前記消化性食用油は、中鎖トリグリセリド油である、［１］～［３］のいずれ
か１項に記載の組成物。
　［９］　前記消化性食用油は、少なくとも９０重量％のＣ6～Ｃ12トリグリセリドを有
する中鎖トリグリセリド油である、［１］～［３］のいずれか１項に記載の組成物。
　［１０］　前記消化性食用油は、少なくとも９５重量％のＣ6～Ｃ12トリグリセリドを
有する中鎖トリグリセリド油である、［１］～［３］のいずれか１項に記載の組成物。
　［１１］　前記消化性食用油は、少なくとも９０重量％のＣ8～Ｃ10トリグリセリドを
有する中鎖トリグリセリド油である、［１］～［３］のいずれか１項に記載の組成物。
　［１２］　前記消化性食用油は、少なくとも９５重量％のＣ8～Ｃ10トリグリセリドを
有する中鎖トリグリセリド油である、［１］～［３］のいずれか１項に記載の組成物。
　［１３］　前記中鎖トリグリセリド油は、実質的に完全不飽和である、［８］～［１２
］のいずれか１項に記載の組成物。
　［１４］　前記キャリアは、前記中鎖トリグリセリド油と非分別食用油との混合物を含
む、［８］～［１２］のいずれか１項に記載の組成物。
　［１５］　前記中鎖トリグリセリド油は、約１０～約９０重量％の量で存在し、非分別
食用油は、前記混合物の残りを構成する、［１４］に記載の組成物。
　［１６］　前記非カプセル化鉄塩は、少なくとも消化性食用油１ｍＬ中鉄元素約２５ｍ
ｇを提供する量で存在する、［１］～［１５］のいずれか１項に記載の組成物。
　［１７］　前記非カプセル化鉄塩は、消化性食用油１ｍＬ中鉄元素約２５ｍｇから消化
性食用油１ｍＬ中鉄元素約１５０ｍｇまでを提供する量で存在する、［１］～［１５］の
いずれか１項に記載の組成物。
　［１８］　前記非カプセル化鉄塩は、消化性食用油１ｍＬ中鉄元素約４０ｍｇから消化
性食用油１ｍＬ中鉄元素約１２０ｍｇまでを提供する量で存在する、［１］～［１５］の
いずれか１項に記載の組成物。
　［１９］　前記非カプセル化鉄塩は、消化性食用油１ｍＬ中鉄元素約４０ｍｇから消化
性食用油１ｍＬ中鉄元素約１００ｍｇまでを提供する量で存在する、［１］～［１５］の
いずれか１項に記載の組成物。
　［２０］　前記非カプセル化鉄塩は、消化性食用油１ｍＬ中鉄元素約６０ｍｇから消化
性食用油１ｍＬ中鉄元素約７０ｍｇまでを提供する量で存在する、［１］～［１５］のい
ずれか１項に記載の組成物。
　［２１］　少なくとも１種の補給栄養素をさらに含む、［１］～［２０］のいずれか１
項に記載の組成物。
　［２２］　前記補給栄養素は、ビタミンである、［２１］に記載の組成物。
　［２３］　前記補給栄養素は、脂溶性ビタミンである、［２１］に記載の組成物。
　［２４］　前記補給栄養素は、ビタミンＤ、ビタミンＥ、ビタミンＫおよびこれらの２
つ以上の混合物からなる群から選択される、［２２］～［２３］のいずれか１項に記載の
組成物。
　［２５］　食餌補給剤としての、［１］～［２４］のいずれか１項に記載の組成物の使
用。
　［２６］　哺乳動物における鉄欠乏症を予防するための、［１］～［２４］のいずれか
１項に記載の組成物の使用。
　［２７］　ヒトにおける鉄欠乏症を予防するための、［１］～［２４］のいずれか１項
に記載の組成物の使用。
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　［２８］　ヒト乳児における鉄欠乏症を予防するための、［１］～［２４］のいずれか
１項に記載の組成物の使用。
　［２９］　哺乳動物における鉄欠乏症を処置するための、［１］～［２４］のいずれか
１項に記載の組成物の使用。
　［３０］　ヒトにおける鉄欠乏症を処置するための、［１］～［２４］のいずれか１項
に記載の組成物の使用。
　［３１］　ヒト乳児における鉄欠乏症を処置するための、［１］～［２４］のいずれか
１項に記載の組成物の使用。
　［３２］　［１］～［２４］のいずれか１項に記載の組成物は、物理的外側表面に最初
に適用される、［２５］～［３１］のいずれか１項に記載の使用。
　［３３］　前記物理的外側表面は、おしゃぶりである、［３２］に記載の使用。
　［３４］　前記物理的外側表面は、ヒトの指である、［３２］に記載の使用。
　［３５］　前記物理的外側表面は、ヒトの乳首である、［３２］に記載の使用。
　［３６］　前記物理的外側表面は、食料品である、［３２］に記載の使用。
　［３７］　前記物理的外側表面は、固形食料品である、［３２］に記載の使用。
　［３８］　前記物理的外側表面は、液体食料品である、［３２］に記載の使用。
　［３９］　［１］～［２４］のいずれか１項に記載の組成物を入れた筐体を備える送達
システムであって、前記筐体が前記組成物を分配するように構成される送達システム。
　［４０］　前記筐体は、１滴ほどの少量の前記組成物を分配するように構成されるノズ
ルを備える、［３９］に記載の送達システム。
　［４１］　前記筐体は、複数滴の前記組成物を分配するように構成されるノズルを備え
る、［３９］に記載の送達システム。
　［４２］　前記筐体は、１滴のみの前記組成物を分配するように構成されるノズルを備
える、［３９］に記載の送達システム。
　［４３］　前記筐体は、前記筐体が逆さにされたとき、少なくとも１滴の前記組成物を
分配するように構成されるノズルを備える、［３９］に記載の送達システム。
　［４４］　前記筐体は、前記筐体が逆さにされたとき、複数滴の前記組成物を分配する
ように構成されるノズルを備える、［３９］に記載の送達システム。
　［４５］　前記筐体は、前記筐体が逆さにされたとき、１滴のみの前記組成物を分配す
るように構成されるノズルを備える、［３９］に記載の送達システム。
　［４６］　滴下ボトルの形態である、［３９］～［４５］のいずれか１項に記載の送達
システム。
　［４７］　点眼器の形態である、［３９］～［４５］のいずれか１項に記載の送達シス
テム。
　［４８］　シリンジの形態である、［３９］～［４５］のいずれか１項に記載の送達シ
ステム。
　［４９］　スクイーズボトルの形態である、［３９］～［４５］のいずれか１項に記載
の送達システム。
　［５０］　食餌補給剤として前記組成物を分配するための、［３９］～［４９］のいず
れか１項に記載の送達システムの使用。
　［５１］　哺乳動物における鉄欠乏症を予防するための、［３９］～［４９］のいずれ
か１項に記載の送達システムの使用。
　［５２］　ヒトにおける鉄欠乏症を予防するための、［３９］～［４９］のいずれか１
項に記載の送達システムの使用。
　［５３］　ヒト乳児における鉄欠乏症を予防するための、［３９］～［４９］のいずれ
か１項に記載の送達システムの使用。
　［５４］　哺乳動物における鉄欠乏症を処置するための、［３９］～［４９］のいずれ
か１項に記載の送達システムの使用。
　［５５］　ヒトにおける鉄欠乏症を処置するための、［３９］～［４９］のいずれか１
項に記載の送達システムの使用。
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　［５６］　ヒト乳児における鉄欠乏症を処置するための、［３９］～［４９］のいずれ
か１項に記載の送達システムの使用。
　［５７］　［１］～［２４］のいずれか１項に記載の組成物は、物理的表面に最初に適
用される、［５０］～［５６］のいずれか１項に記載の使用。
　［５８］　前記物理的表面は、おしゃぶりである、［５７］に記載の使用。
　［５９］　前記物理的表面は、ヒトの皮膚の一部である、［５７］に記載の使用。
　［６０］　前記物理的表面は、ヒトの乳首である、［５７］に記載の使用。
　［６１］　前記物理的表面は、食料品である、［５７］に記載の使用。
　［６２］　前記物理的表面は、固形食料品である、［５７］に記載の使用。
　［６３］　前記物理的表面は、液体食料品である、［５７］に記載の使用。
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